
杉並区及び小千谷市の災害時相互援助に関する協定

　区民が創る「みどりの都市」杉並を目指す杉並区と、技と自然が織りなす心ふれあ

うまちを目指す小千谷市は、杉並区井草四丁目に東京小千谷学生寮があることから、

小千谷市が杉並区のふるさと祭りに参加するなど交流の実績を積んできたところで

ある。こうした中で特に近年、大田黒公園への錦鯉の放流、小学校同±の交流の開姶、

小千谷市物産展の定期的な開催、また、おぢや風船一揆や片貝まつリヘの杉並区から

の参加など、経済・文化・教育などの各方面にわたって一層交流が深まってきている。

　小千谷市は、農都共生事業を市政運営の柱の一つに掲げており、杉並区との交流が

地域活性化の一助となることが期待でき、また杉並区にとっても、豊かな自然に恵ま

れた小千谷市や小千谷市民との交流を進めることの意義は大きなものがある。

　今後とも、杉並区と小千谷市が、経済や教育、文化、観光などの諸分野について積

極的な交流を図り、区民・市民レベルでも豊かな交流の実を挙げていくことを切望す

るQ

今般、小千谷市が市制施行50周年を迎えるにあたり、これまでの交流の実績を踏

まえつつ、更に広く、深い相互の交流を願い、その第…歩として、次のとおり、地震

等により災害が発生した場合の災害時相互援助に関する協定を締結する。

　　　　　　　書（協定の趣旨）’

第1条杉並区及び小千谷市（以下r両自治体」という。）は地震等により災害が発

　生した場合、両自治体が相互に協力し、施急対策及ぴ復旧対策を円滑に遂行するた

　め、この協定を締結する。

（援助の要請）

第2条両自治体のうち、いずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資、

　資材、人員等に不足を来たす場合、被災した自治体は、他方の自治体（以下r援助

　自治体」という。）に対し、、文書により必要な物資等の品名、数量、輸送方法その他

　必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等に

　より要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

（援助物資等）

第3条前条の規定により援助する物資は、次に掲げるものとする。

（1）物的援助

①

②

③

④

食料品

生活必需品

応急対策用資器材

医療品

（2）人的援助・

　①職員の派遣
　②ボランテイアのあっせん
（3）その他要請のあった事項

（援助物資等の輸送）

第4条　援助物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。

（費用負担）

第5条　第2条の規定による援助に要した費用は、原則として援助を要請した自治体

　が負担することとし、災害復旧後、両自治体協議のうえ速やかに清算するものとす

　る。

（援助物資等の情報交換）

第6条両自治体は、調達可能な援助物資等の情報を相互、に交換するものとする。

（協議）

第7条　この協定に定めのない事項及ぴ疑義が生じた事項については、両自治体協議

　のうえ決定するものとする。

（有効期間）

第8条　この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了

　の日の3箇月前までに両自治体から何らの申し出がないときは、さらに1年間延長

　するものとし、以後この例による。

　本協定の締結の証として、協定書2通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各1

通を保有する。

平成16年5月12日

杉並区長

小千谷市長

［立会人1　　杉並区議会議長

小千谷市議会議長

、ヂ

　ヤ


